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お知らせ

■　永年勤続退職者旅行券引換券の配付時期及び配付方法について
■　東急ハーヴェストクラブのお知らせと利用者ランキング
■　東急ハーヴェストクラブからのご案内
■　給付金請求書（義務教育修了祝金・就学祝金）の提出期間について
■　年度末の諸手続（退会・無給休職・加入等）について
■　生活年金共済第33回配当金、第34回正規保険料、リレー定期保険について
■　互助会ガイドの変更等について
■　互助会規則の改正等について
■　互助会事業のQ＆A
■　利用者の声
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広 告 ●　すみれ葬祭　●　東日本旅客鉄道（株）横浜支社
●　ホテル　マホロバ・マインズ三浦
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トピックス
■　平成29年度末の永年勤続退職者旅行券引換券の配付時期・配付方法をお知らせします。
　　２ページをご覧ください。
■　平成29年度「リフレッシュ補助券」・「永年勤続会員旅行補助券」の使用期限は、平成
30年３月31日です。
■　平成29年10月１日付で互助会規則が改正になりました。８ページをご覧ください。
■　平成30年４月１日付でリフレッシュ補助券が使用できる割引契約施設として、横浜中
華街のお食事施設、江ノ島のスパ施設や関東近郊の日帰り入浴施設と新規契約します。詳
細は、年度末に配付する互助会ガイドに掲載します。
　　平成30年度も、会員の方々にご利用いただける割引施設を充実させますので、ご期待
ください。
■　ご存知ですか？互助会の会員証は、平成29年度から、１年間の有効期限として毎年「互
助会ガイド」につづり込んで発行することになりました。会員証は、「互助会ガイド」か
ら切り取っていただき、会員番号（教職員の方は７桁の職員番号）と氏名を記入してご使
用ください。なお、旧会員証は、ご自身で破棄してください。

平成30年（2018）年１月15日� 横浜市立学校教職員互助会
　　　　�☎ ０４５－６７１－３５８１� FAX ０４５－２２２－３３５５

http://www.hamagojyo.com

ホームページを活用しよう!!　http://www.hamagojyo.com
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永年勤続退職者旅行券引換券の配付時期及び配付方法について
� 【互助会ガイド13ページ掲載】

　平成29年度末退職予定者の永年勤続退職者旅行券引換券（以下「旅行券引換券」という。）
の配付時期及び配付方法は、以下のとおりです。

（参考）
平成29年度末旅行券引換券対象者 勤続年数 旅行券引換券

10年以上勤務し、退職又は死亡した会員
（現在再任用の会員は対象外）

10年～19年 50,000円相当
20年～29年 100,000円相当
30年以上 130,000円相当

平成30年３月16日頃（予定）に、学校等を通じて配付します。
引換期間：平成30年４月１日から平成31年３月31日まで
※平成30年３月中は引換えができませんので、ご注意ください。

東急ハーヴェストクラブのお知らせと利用者ランキング
� 【互助会ガイド25～30ページ掲載】

会員の皆様から、ご好評をいただいております東急ハーヴェストクラブの施設は、利用
されましたでしょうか。会員１人あたり、年間２室まで宿泊できますので、心身のリフレッ
シュに、ぜひご利用ください。
今回は、東急ハーヴェストクラブ勝浦周辺の観光情報を紹介します。勝浦は、１～３月
にかけて千葉房総のフラワーラインが見頃です。菜の花とポピーが咲きそろう街なみ、日
本でも有数の筍の産地大多喜産の筍、金目鯛を中心に美味しいものが盛りだくさん。勝浦
で一足早い春をお楽しみください。

「リフレッシュ補助券」と「永年勤続会員旅行補助券」が使用できます。

ご予約は、東急ハーヴェストクラブサポートセンター、またはオンライン予約をご利用
ください。（連絡先・アドレスは、次ページをご覧ください。）
参考までに、28年度の東急ハーヴェスト利用実績ベスト５をお知らせします。

第１位　山中湖マウント富士
第２位　箱根明神平
第３位　天城高原
第４位　箱根甲子園
第５位　熱海伊豆山
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特別宿泊プランのご案内
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給付金請求書の提出期間について� 【互助会ガイド14～15ページ掲載】

次の給付金の請求書の提出は、表の期間内にお願いします。

給付金種別 提出期間 支払期日

義 務 教 育 修 了 祝 金 2/1（木）～2/9（金） 3/16（金）

就 学 祝 金 4/2（月）～4/11（水） 5/16（水）

給付金請求書（第８号様式）の用紙は、互助会ホームページからダウンロードして請求
してください。なお、互助会ガイドの巻末にもつづり込みしてありますので、コピ－して
使用もできます。
※�　請求書にご記入いただく教職員の方の会員番号は、７桁の職員番号を記入してください。
※�　生徒氏名のフリガナ及び卒業・入学年月日は、必ずご記入願います。
※�　給与に加算ができる方は、請求書の振込先欄にご記入いただく必要がありません。
旧請求書様式で請求されて、振込口座をご記入いただいても、給与に加算して支給します。
※�　退職されてから在職中の給付を請求される場合は、振込先を記入してください。
※�　「横浜市立学校教職員互助会規程」の一部改正（平成29年10月１日改正）により様
式が整理され、請求書様式が第６号様式から第８号様式に変更となりました。記載事
項の変更はありませんので、互助会ガイド巻末の旧第６号様式も使用できます。

1234567教 諭 横 浜  花 子
ヨ コ ハ マ 　 ハ ナ コ

太 郎 子
タ  ロ ウ

太 郎
タ  ロ ウ

2018　　1　　1

子

太 郎
タ  ロ ウ

子

2018　　4　　1

2017　12　　 1 

201８　　1　31

2018　   3　　31

○ ○ ○ ○

横 浜 小

提出日提出日

押　印押　印

私印押印私印押印

種類及び件数別に
各一部提出してください。

フリガナを
必ずご記入
ください

フリガナを
必ずご記入
ください

2018　 2     
2 0 , 0 0 0. -

フリガナを
必ずご記入
ください

フリガナを
必ずご記入
ください

８ (10条．11条．12条．13条)

１
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年度末の諸手続について� 【互助会ガイド10～11ページ掲載】

１　年度末退会の手続き等
⑴　互助会・神奈川県教育福祉振興会（以下「県振興会」という。）の退会届について
　�　退会届の様式が２部複写から１部（複写なし）に変更になりました。
　�　新様式については互助会ホームページからダウンロードできますので、今後は新様
式で提出をお願いします。

互助会・県振興会の退会届の提出について
退会届は退会を希望される任意退会者のみ、提出していただきます。
退職、教育委員会事務局へ異動、横浜市立小学校・中学校・義務教育学校・特別支援
学校（以下「市立小学校等」という。）以外の学校に転出される方については、退会届の
提出は不要です。
※任意退会をされますと再加入できませんのでご注意ください。
　
退会届の用紙（見本１部）を１月18日以降に各所属にお送りします。
互助会、県振興会ともに３月15日（木）までに、それぞれの所属長・事務担当者欄に
押印のうえ、互助会へ提出ください。

（参考）

事　　由
退会届提出の有無

互助会 県振興会

退　会

①退職（定年、自己都合、死亡） なし ※なし

②教育委員会事務局等への異動 なし ※なし

③任意退会（退職後、再任用となり互助会に加入しない場合を含む） あり あり

※上記の①、②の事由の場合、県振興会も提出不要となりました。

⑵　会員証について
　�　年度末退職等で退会される方は会員証を破棄してください。（返却は不要です。）

⑶　退会時の貸付金（一括返済）について
　�　互助会の貸付金を償還中の方が、退職・異動等で会員の資格を喪失されますと、原
則として退会事由発生日から、１か月以内に残額を一括返済していただくことになり
ます。

　ア 　年度末に定年退職となる方
　　 　２月上旬に３月末予定残金を通知します。返済方法は、指定口座へ振り込んでい

ただくか、退職手当からの控除となります。退職手当からの控除を希望される場合は、
同意書が必要になりますので互助会あて提出をお願いします。（該当の方には別途ご
連絡します。）

　イ　定年退職以外で退会予定の方
　　 　早めに互助会に連絡してください。事前に残金をお知らせしますので、退会予定日・

会員番号・氏名をご連絡ください。（返済方法は別途ご相談させていただきます。）
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⑷　互助会の団体扱い生命保険等に加入している方について
　�　退職・異動等で会員の資格を喪失されますと団体扱い生命保険は個人扱いになりま
すので、該当の保険会社に連絡してください。

　�　生活年金共済に加入している方は、３月末日で脱退となります。（手続きは不要です。）
　�　なお、退職後、引き続き再任用教職員として互助会会員になられる場合は、団体扱
い生命保険、生活年金共済とも継続加入となります。（手続きは不要です。）

２　再任用教職員になられる方の継続加入について
　�　現職を退職後に、再任用教職員になられる方（週38時間45分未満の方も含む）は、自
動的に継続加入となりますので４月以降加入を希望されない場合は、退職後に会費等が
控除されないようにするため、退会届を３月15日（木）までに提出くださいますようお
願いします。

３　海外派遣同行等で無給休職や休業になる方について
　�　次に該当する方は、給与が支給されないため会員資格は中断し、復帰後、復活します。（手
続きは不要です。）このため、期間中は会費の徴収及びリフレッシュ補助券の配付はなく、
祝金等の給付の請求もできなくなります。なお期間中に祝金等の給付事由が発生した場
合は、復帰後、請求可能です。

・自己啓発等休業
・大学院修学休業
・配偶者同行休業
・自己啓発休職

未加入者の加入について� 【互助会ガイド10ページ掲載】

現在まで互助会または県振興会に加入されていない方で、４月１日付の加入を希望され
る方は、加入申込書を３月15日（木）までに互助会に提出してください。
※　４月１日付加入の場合は、互助会のリフレッシュ補助券の配付対象になります。
※　加入後、任意退会されますと、再加入はできませんのでご注意ください。
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第33回生活年金共済の配当金の給与加算について� 【互助会ガイド20ページ掲載】

平成29年２月１日から平成30年１月31日まで、生活年金共済に加入して
いた方に対して配当金が支払われます。ただし、同期間内に中途で脱退し
た方には配当金は支払われません。
また、１月分保険料が未納になった場合は、配当金の計算ができなくな
りますので、至急ご入金していただくことになります。保険料が給与控除
できず、振込依頼書等で納入していただく方は十分ご注意ください。
なお、配当金は平成30年３月の給与に加算する予定です。

3333

第34回生活年金共済の正規保険料が確定しました。� 【互助会ガイド20ページ掲載】

� 第33回生活年金共済は、平成30年２月１日より第34回として契約が更新されます
◆新保険料は、１口当たり月額1,380円（死亡・高度障害保険金300万円）です。
◆新保険期間…平成30年２月１日～平成31年１月31日（１年更新）。
「ご加入内容のお知らせ」を平成30年１月15日に発送予定ですのでご確認
下さい。
◆保険料は、毎月の給与から控除されます。
休職・休業等の理由で保険料が給与控除できない場合は、振込依頼書等

で互助会指定の口座に納入していただくことで保険の継続が可能です。
◆�定年退職後、引き続き再任用教職員として互助会会員を継続される場合は、継続加入可
能です。（手続きは不要で、自動的に継続加入になります。）
　�今年度末に定年退職を迎える方で再任用会員を予定されていない方については、従来ど
おり更新後は３月までの加入となります。（手続きは不要で、自動的に脱退となります。）
◆�配当金は、平成31年３月の給与に加算する予定です。
◆�保険料が２ヶ月連続して未納の場合は、失効（保険料未納月から脱退）となります。
◆�保険期間途中で脱退された場合、配当金の還付はありません。
◆�次のような場合は、互助会にご連絡ください。
　・　�保険金支払い事由が発生したとき。（死亡、又は高度障害）
　・　�受取人を変更するとき。
　・　�改姓したとき。
　・　�年度途中で互助会を退会するとき。

今年度末退職後の「リレー定期保険」の申込予約はお済みですか�【互助会ガイド21ページ掲載】

◆�年度末に退職予定の方で、生活年金共済に退職日直前まで２年以上継続加入していて、
平成30年４月以降再任用会員を予定されない方については、退職後にリレー定期保険に
加入できます。加入を希望される方は、
平成30年１月26日（金）までに意思確認用紙を互助会にご提出下さい。

3434

※　生活年金共済は、１年ごとに収支計算を行い、剰余金が生じた場合は配当金としてお支払いする仕組みとなっています。
　　配当率は、お支払い時期の前年度決算により決定しますので、将来お支払いする配当金額は現時点では確定していません。
※　生活年金共済及びリレー定期保険の制度内容等詳細については、パンフレットをご確認ください。
� MY―A―17―他―008006
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◇　互助会ガイドの変更等について

１　横浜国際ホテルの名称等の変更について（互助会ガイド39ページ）
　�　市内指定ホテル「横浜国際ホテル」は平成29年12月１日から「HOTEL�THE�KNOT�
YOKOHAMA」に名称が変わり、レストランの名称も「オーク」から「PANWOK」に変わ
りました。なお、リフレッシュ補助券は変更後も使用できます。

２　星野リゾートグループの施設の再開について（互助会ガイド43ページ）
　�　市外指定ホテル「星野リゾート界アルプス」が平成29年12月21日にリニューアルオープン
しました。詳細は、互助会ホームページをご覧ください。
　�　住所：〒398-0001　長野県大町市平2884-26

◇　互助会規則の改正等について

「横浜市立学校教職員互助会規則」の全部改正等が行われました。
�　互助会の組織及び運営に関する事項について、教育委員会と互助会それぞれで審議すべき
ものを整理するため、教育委員会所管の「横浜市立学校教職員互助会規則」の名称変更（「横
浜市立学校教職員互助会に関する条例施行規則」に変更）及び主要条文のみを残す全部改正
が行われ、併せて「横浜市立学校教職員互助会会計規則」が廃止されました。全部改正によ
り削除された互助会規則や廃止された会計規則の条文については、原則として新たに互助会所
管規則として制定した、「横浜市立学校教職員互助会規則」と「横浜市立学校教職員互助会会
計規則」で規定しました。また、これらの改正等にあわせて関係する互助会規程の一部改正等
を行いました。施行期日は、平成29年10月１日です。詳細については、互助会ホームページの
会員専用ページをご覧ください。

平成28年度リフレッシュ補助券使用ランキング

平成28年度リフレッシュ補助券使用数　人気BEST５
１　JTB
２　横浜ベイシェラトンホテル＆タワーズ
３　ハマツーリスト
４　近畿日本ツーリスト
５　万葉倶楽部
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◇　互助会事業のＱ＆Ａ
◆会員の加入退会について
　Ｑ　定年退職後、４月から再任用になりますが、退会届は提出しますか。
　Ａ�　退会届は不要です。自動的に継続加入となります。なお４月から退
会を希望される場合は、３月15日までに、退会届を提出してください。

　Ｑ　現在、再任用で未加入ですが、加入できますか。
　Ａ�　加入申込書を提出していただければ、加入できます。（過去に任意退会された方は加

入できません。）４月１日の加入を希望される方は、３月15日までに加入申込書を提出
してください。

◆会員証について
　Ｑ　改姓したのですが、会員証はどうすればいいですか。
　Ａ　ご自身で氏名を修正していただき、使用してください。
　Ｑ　退職するのですが、会員証は返却しますか。
　Ａ　返却は不要です。ご自身で破棄してください。
　Ｑ　会員証を紛失しました。再発行の手続きの仕方を教えてください。
　Ａ　互助会にご連絡ください。届出用紙は不要です。所属に再度送ります。

◆生命保険・グループ保険について
　Ｑ　育児休業の取得を予定しています。保険料の支払はどうなりますか。
　Ａ�　団体扱い生命保険の場合は、保険料の給与控除不能月から個人扱いとなります。支

払い方法等については、保険会社に問い合わせてください。
　　�　生活年金共済の保険料は、互助会が作成する振込依頼書等で互助会指定の口座にお

支払いください。
　Ｑ　年末調整用の保険料控除証明書が送られてこないのですが。
　Ａ�　給与控除されている保険料については、互助会から提供した年末調整用の保険料控

除に関するデータが「教職員庶務事務システム」に入力済みとなっており、この分に
ついての保険料控除証明書の添付は不要になりました。このため、各保険会社から送
付されていた保険料控除証明書（はがき）は、送付されなくなりました。

◆貸付金について
　Ｑ　償還金を返済中です。残金を全部一括で返済したいので手続き方法を教えてください。
　Ａ�　貸付金繰上償還申出書（様式は互助会ホームページからダウンロード）を申込期間（毎

月１～10日（１月は４～10日）で土曜休日を除く）中に互助会に提出してください。
　　�　残金通知書と振込用紙を送りますので、期日（原則として申出月の22日、ただし銀

行休業日の場合は翌営業日）までに翌月以降の未償還元金を互助会指定口座へ納入し
てください。（申出月分までの償還金は給与控除となります。）

　　�　なお、期日までに入金がないときは、申し出は無効となります。

◆給付金について
　Ｑ　請求書の用紙は、古い様式でも使用できますか。
　Ａ�　教職員の方は、給与加算となりましたので、新様式でお願いします。既に記入され

た請求書は、受け付けますが、振込口座を記入いただいても、給与に加算して支給し
ます。なお、平成30年度互助会ガイドから、給付金請求書及び特別給付金請求書のつ
づり込みを終了する予定ですので、今後は互助会ホームページから請求書をダウンロー
ドして、請求してください。

　Ｑ　１枚の請求書で、出産祝金と就学祝金の請求はできますか。
　Ａ　出産祝金と就学祝金それぞれ１通ずつ記入いただき、請求してください。
　Ｑ　療養見舞金の療養期間に、有給休暇や土日は含まれますか。
　Ａ�　有給休暇は含まれます。土日祝日等も含まれますが、療養期間の最初と最後の土日

祝日等は除外して計算します。
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　Ｑ　病気で引き続き１年以上お休みしています。療養見舞金の請求は１回だけですか。
　Ａ�　最初の療養期間開始から１年30日以上続けてお休みしていれば、２回目が請求できます。
　Ｑ�　療養見舞金の提出書類で、療養期間中の出勤簿等の写しとありますが、平成29年４

月から紙の出勤簿がなくなりました。何を提出したらいいのですか。
　Ａ�　年休・病休等は、教職員庶務事務システムの月毎の出勤簿帳票を出力して提出ください。
　　�　また、休職は、出力した出勤簿に休職期間を記載して提出願います。
　　�　なお、今までお願いしていました所属長の原本証明ですが、平成29年３月までの出

勤簿等の写しにはつけていただき、４月からの庶務事務システムから出力した出勤簿
の原本証明は不要としますので、そのまま添付してください。

　　�　（介護休暇会費免除申請書の提出書類についても、同様の取り扱いとします。）
　Ｑ�　出産祝金の提出書類で、マイナンバーが載った住民票の写しはどうしたらいいですか。
　Ａ�　マイナンバー及び本籍欄記載事項は抹消して、添付してください。

◆東急ハーヴェストについて
　Ｑ�　利用できる宿泊室数は会員１人あたり、年間２室までとありますが、「年間」とは４

月から翌年３月までなのか、１月から12月までのどちらですか。
　Ａ�　４月１日～翌年の３月31日までです。
　Ｑ�　インターネットによるオンライン予約の受付時間を教えてください。
　Ａ�　新規予約受付時間は、２ヶ月前のAM9:30～です。その他はAM6:00～翌日AM3:30ま

でです。
　Ｑ�　利用できるのは、会員のみですか。
　Ａ�　会員と会員の同行する家族です。退職者は予約申込できません。
　Ｑ�　利用できる人数ですが、会員１人でも宿泊できますか。
　Ａ�　部屋が空いていれば、１人でも宿泊できます。
　Ｑ�　会員が両親をつれて宿泊したいのですが、宿泊枠はどうなりますか。
　Ａ�　別々に２室とれば年間の枠は終了します。

◆リフレッシュ補助券等の使用について
　Ｑ�　リフレッシュ補助券は食事のみでも使えますか。
　Ａ�　使えます（対象施設は互助会ガイドを確認してください。）
　Ｑ�　リフレッシュ補助券と永年勤続会員旅行補助券は併用できますか。
　Ａ�　互助会ガイドに掲載の旅行社・東急ハーヴェストクラブの場合は、併用できます。
　　（旅行社から申し込む日帰り旅行でも使えます。）
　Ｑ�　ホテル等のレストランを割引予約サービスのインターネットサイトから申し込みし

た場合、リフレッシュ補助券は使えますか。
　Ａ�　リフレッシュ補助券の使用及び互助会ガイド掲載の割引は、利用時に補助券・会員

証を提示した場合、予約の場合は直接申し込みを行った場合のみ該当となります。ガ
イド記載の利用方法以外で施設を利用する場合には、使用可能かどうかを必ず施設に
確認してください。

　Ｑ�　東急ハーヴェストクラブを互助会ガイド記載の申込方法以外で申し込みました。補
助券は使えますか。

　Ａ�　個人や他団体の会員として申し込んだ場合には補助券の使用はできません。

◆永年勤続退職者旅行券引換券について
　Ｑ�　自己都合により退職しますが手続きが必要になりますか。
　Ａ�　10年以上勤務していた会員の方は、永年勤続退職者旅行券引換券の対象となります

ので、「永年勤続退職者旅行券引換券送付先連絡票」（互助会ホームページからダウン
ロード）を互助会あてにご提出ください。

　Ｑ�　再任用職員で退職を予定していますが、永年勤続退職者旅行券引換券の対象となり
ますか。

　Ａ�　再任用職員の方は、永年勤続退職者旅行券引換券の対象外です。
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　Ｑ�　県内交流及び県外交流で他市町村の学校へ転出する場合、永年勤続退職者旅行券引
換券の対象となりますか。

　Ａ�　県内交流及び県外交流の場合、10年以上勤務していた会員の方は、永年勤続退職者
旅行券引換券の対象となりますので、「永年勤続退職者旅行券引換券送付先連絡票」（互
助会ホームページからダウンロード）を互助会あてにご提出ください。

　Ｑ�　市や県の教育委員会事務局や国大附属に異動する場合、永年勤続退職者旅行券引換
券の対象となりますか。

　Ａ　市や県の教育委員会事務局や国大附属へ異動する方は対象外です。

◆箱根　天成園を利用して（Y.F）
12月下旬、天空露天風呂に入りたくて、箱根　天成園に１泊しました。箱根湯本から少
し奥まったところにあり、通路沿いの川からの眺めも良かったです。ホテルの庭には人懐
こいアヒルが歩いていて、餌をもらいに近づいて来ました。
お風呂もよく、レストランの席も個室調に仕切られていて、料理も期待通りでとてもお
いしかったです。ただ館内はスリッパではなく、靴下で歩くようになっていました。レス
トランでどこかのお子様が、手を滑らせてコップを落とし、「がちゃーん」という音が響き
ました。危険ですので、スリッパを使わないのでしたら、プラスティックのコップも用意
した方がいいと思いました。
お部屋は掃除が行き届いており、とても快適です。年末の忙しさを忘れるため、ちょっ
と贅沢に「露天ぶろ付き個室」を使いました。せっかくとったのだからとお湯をはり、入
りましたが、年末の箱根、寒風ふきすさぶ中、出た瞬間に体が凍るような体験をし、現実
世界に戻った気がしました。露天風呂付個室は、冬は避けた方がいいです。
箱根湯本に「湯もち」という和菓子があるのですが、とてもおいしいです。お試しくだ
さい。

www.0120-365-787.jp

磯子支店・大和支店（桜ヶ丘ホール）

T-POINT
貯まる！使える！

広　告
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お申し込み

●びゅうプラザ横浜駅

JR横浜駅中央南改札口となり

営業時間
（平日） １０：００～２０：００

（土休日）１０：００～１９：００

●JR川崎駅 ●JR武蔵溝ノ口駅
●JR町田駅 ●JR大船駅 ●JR平塚駅
にもびゅうプラザはございます。

「列車のたび」はおまかせください「列車のたび」はおまかせください「列車のたび」はおまかせください「列車のたび」はおまかせください!!!!!!!!
お申し込みは駅の中にあるお申し込みは駅の中にあるお申し込みは駅の中にあるお申し込みは駅の中にあるJRJRJRJR東日本びゅうプラザへ♪東日本びゅうプラザへ♪東日本びゅうプラザへ♪東日本びゅうプラザへ♪

横浜市立学校教職員互助会の会員様はパンフレット記載の旅行代金より５％割引５％割引５％割引５％割引となります。

さらに「リフレッシュ補助券「リフレッシュ補助券「リフレッシュ補助券「リフレッシュ補助券」「永年勤続会員旅行補助券」」「永年勤続会員旅行補助券」」「永年勤続会員旅行補助券」」「永年勤続会員旅行補助券」も併用できます。
※一部割引とならない商品もございます。※他割引とは重複いたしません。詳しくはびゅうプラザまでお問い合わせください。

ご存知ですか！？ びゅう国内商品の割引制度

今年の冬は新幹線にのって東北旅行へでかけよう！！

■ 期間限定イベント＆絶景にうっとり

■ 東北の温泉でゆったり！

■ 東北の名物・名酒でほっこり！

★ まだまだ知られていない魅力がいっぱい ★
【青森】奥入瀬渓流ホテル（氷瀑）

/イメージ

広 告

広 告
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